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          本号で公布された条例等のあらまし 
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政治倫理の確立のための北九州市長の資産等の公開に関する条例施行規則の

一部を改正する規則をここに公布する。

  平成２９年４月２７日

                    北九州市長 北 橋 健 治

北九州市規則第３８号

   政治倫理の確立のための北九州市長の資産等の公開に関する条例

施行規則の一部を改正する規則

 政治倫理の確立のための北九州市長の資産等の公開に関する条例施行規則（

平成７年北九州市規則第７７号）の一部を次のように改正する。

 第４条中「の配当等に係る配当所得」を「に係る利子所得及び配当所得」に

、「株式等の譲渡による事業所得、譲渡所得及び雑所得」を「一般株式等に係

る事業所得、譲渡所得及び雑所得、同法第３７条の１１の規定に基づく上場株

式等に係る事業所得、譲渡所得及び雑所得」に、「先物取引による」を「先物

取引に係る」に改める。

 第３号様式中

「

 を

」

「

 に

」

改める。

   付 則

 この規則は、公布の日から施行する。

株式等の      所得

上場株式等の配当所得

一般株式等の      所得

上場株式等の      所得

上場株式等の      所得

事業・譲渡

雑

事業・譲渡

雑

事業・譲渡

雑

 利子

 配当
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北九州市告示第２２６号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、北九州市立福祉会館における使用料の徴収事務を次のとおり委託した。 

  平成２９年４月２７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

受  託  者 
委 託 期 間 

名   称 住   所 

社会福祉法人北九州市

社会福祉協議会 

北九州市戸畑区汐井町

１番６号 

平成２９年４月１日か

ら平成３０年３月３１

日まで 
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北九州市告示第２２７号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、不動産又は不動産に関する権利等を保有する認可地縁団体から、次のとお

り告示事項の変更の届出があった。 

  平成２９年４月２７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 認可地縁団体の名称 

  竹並自治会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 野口隆敏 北九州市若松区大字竹並２５２４番地 

変更後 宮野誠司 北九州市若松区大字竹並７４４番地 

３ 変更年月日 

  平成２９年４月２日 
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北九州市告示第２２８号 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１１項の規定によ

り、不動産又は不動産に関する権利等を保有する認可地縁団体から、次のとお

り告示事項の変更の届出があった。 

  平成２９年４月２７日 

北九州市長 北 橋 健 治   

１ 認可地縁団体の名称 

  堀越町内会 

２ 代表者の変更 

変更前後の別 代表者の氏名 代表者の住所 

変更前 小川逸司 北九州市小倉南区大字堀越１７６番地

１ 

変更後 福田敬治 北九州市小倉南区大字堀越５１番地 

３ 主たる事務所の変更 

変更前後の別 主たる事務所の所在地 

変更前 北九州市小倉南区大字堀越１７６番地１ 

変更後 北九州市小倉南区大字堀越５１番地 

４ 変更年月日 

  平成２９年３月２５日 
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北九州市告示第２２９号 

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１５８条第１項及び北九州

市会計規則（昭和３９年北九州市規則第４９号）第４０条第１項の規定により

、駐車料金の徴収事務を次のとおり委託した。 

  平成２９年４月２７日 

                    北九州市長 北 橋 健 治   

施 設 名 
受 託 者 

委託期間 
名 称 住 所 

市営天神島駐車場 トラストパー

ク株式会社 

福岡市博多区

博多駅南五丁

目１５番１８

号 

平成２９年４月

１日から平成３

０年３月３１日

まで 

市営室町駐車場 

市営勝山公園地下駐

車場 

市営中央町駐車場 公益社団法人

北九州市シル

バー人材セン

ター 

北九州市小倉

北区片野新町

一丁目１番６

号 

平成２９年４月

１日から平成３

０年３月３１日

まで 

市営黒崎駅西駐車場 
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北九州市公告第２９６号 

 建築基準法（昭和２５年法律第２０１号）第４２条第１項第５号の規定によ

る道路の位置を指定したので建築基準法施行規則（昭和２５年建設省令第４０

号）第１０条第１項の規定により、次のとおり公告する。 

  平成２９年４月２７日 

北九州市長 北 橋 健 治  

１ 指定年月日及び指定番号 

  平成２９年４月２７日 第１５４７０１号 

２ 申請者の住所及び氏名 

  福岡市中央区高砂二丁目８番１号 

  セキスイハイム九州株式会社 代表取締役 岡田雅一 

３ 指定した道路 

道路の位置 道路の幅員（ｍ） 道路の延長（ｍ）

北九州市門司区上馬寄一丁目

３番６ 

４．２０ ２６．１７ 
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正誤表

年 号 頁 訂正箇所 正 誤

平成２９年 第３９３４

号

８ 上から２３

行目

固定資産税 固定資産税税
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